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大
都
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に
於
げ
る
所
得
の
集
積
三
分
散
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郎

我
幽
に
は
多
数
の
都
市
が
存
在
し
て
ゐ
る
が
、
特
に
東
京
・
大
阪
二
年
僻
・
神
戸
・
名
古
屋
・
横
韻
の
六
大
都
市
に

人
臼
が
集
中
し
て
ゐ
る
。
過
去
三
四
の
国
勢
調
査
に
基
き
六
大
都
市
の
人
口
を
列
泉
す
る
と
、
・
次
の
如
き
敷
苧
を

件
3
v
」
と
パ
ド
北
京
る
。
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大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

第
三
十
二
巻

九
八
四

第
六
披

A 
O 

即
ち
昭
和
五
年
に
於
て
は
大
阪
市
は
買
に
二
百
四
十
高
館
の
人
口
を
擁
し
、
最
小
人
日
教
を
一
不
す
構
誼
市
に
於

て
も
向
六
十
高
を
超
へ
、
金
剛
人
口
の
一
割
強
が
此
六
都
市
に
集
中
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
六
大
都
市
以
外
に
於

て
は
人
口
数
が
非
常
に
落
ち
、
多
数
人
口
を
擁
せ
る
貰
島
市
に
で
も
二
十
七
高
齢
に
遁
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

人
口
の
量
的
方
面
よ
り
見
て
特
に
六
大
都
市
に
限
り
別
の
取
扱
を
な
す
所
以
で
あ
る
c

人
口
が
大
都
市
に
量
的
に
多
く
集
中
す
る
L
」
い
ふ
こ
左
は
、
更
に
大
都
市
の
質
的
撞
化
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
大
都
市
の
粧
梼
生
活
の
上
に
如
何
に
露
響
し
て
ゐ
る
か
。
悲
に
は
先
づ
六
大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積

を
調
ぺ
、
次
に
六
大
都
市
に
於
げ
る
所
得
の
分
散

Y
明
わ
に
し
、
以
て
六
大
都
市
の
樫
静
生
活
ド
税
制
金
鴨
の
艦

務
生
活
と
異
る
所
ぞ
明
か
に
し
た
い
。

第
二

所
得
の
都
市
集
中

大
正
元
年
以
降
に
於
け
る
個
人
所
得
即
ち
第
三
積
所
得
が
六
大
都
市
に
於

τ如
何
な
る
金
額
に
上
っ
て
ゐ
る
か

真
に
そ
れ
が
全
凶
の
所
得
に
占
む
る
割
合
如
何
を
求
め
る
と
.
究
の
結
果
を
得
ヲ
向
。

第
一
表
に
つ
い
て
六
大
都
市
所
得
の
大
い
き
を
概
観
す
る
。
東
京
市
の
所
得
は
常
に
第
一
位
に
し
て
、
大
阪
市

が
之
に
つ
ぎ
横
誼
市
が
最
も
劣
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
東
京
市
と
大
阪
市
の
所
得
は
他
の
都
市
所
得
を
蓮
か
に
凌
駕

し
、
市
も
東
京
市
は
大
阪
市
の
所
得
よ
り
更
に

E
額
に
上
っ
て
ゐ
る
。

此
等
各
都
市
の
所
得
は
一
般
に
大
正
五
年
乃
至
同
十
一
年
に
目
畳
し
き
増
加
を
な
し
た
。
昭
和
四
年
に
於
て
は

大
正
一
万
年
の
所
得
に
数
倍
し
.
殊
に
紳
戸
市
の
却
さ
は
七
倍
竿
に
達
し
て
ゐ
る
つ
此
の
如
き
都
市
所
得
の
増
大
は

東京、大阪、名古屋三税務監督局白税務統計事lFに擦る2) 



A句
。
“
の

UQU
岡

t
Qド

d
V
4
a
-

7
8
5
7
2
6
2
7

一

8
4
1
0
7
0
0
8

一

ハ
リ

94QH
円

d
q
d
凡
リ
、
，

A
M
J

一

日
時
日

7
n
u
G
日
G

一

QO問

t
o占

AO戸

j
t
e
0
9
4
9
0
0
0
M
d
d

り
J

リ

ρり
1
4
K
a
n
o
H
0
4
4
F
2
4

一

ド
河
川
一

44QO守
Aり
心

バ

な

『

i
G
U
η
υ
n
u
q
υ
4
A
t
i
p
O
A当
。

δ似
OORUTA

一

4
H

一
2
6
9
0
4
2
0
4
8
Q
υ
5
7
2
6
2
1
1
8

一

F
F
-
4
4
0“
o
a
o
Q
F
U
-
-
A
V
向

。

。

“

。

。

，

O
内

υ川
省
内

υ
Q
U
9
4
4笠
QG

一

一

司

1

1

A

一

腕
一

1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
7
8
9
0
8
9
9
0

一

一

切

i
T
Aの
W
Q
o
n
Q
n
o
qけ
弓
J
E

勾

h
M
n
p
h
z
-
d
v
a
o
h“
。

。

qリ
q
O
Q
U
-

H
一
8
7
9
1
1
3
5
6
8
1
8
3
5
1
5
4
5
8

一

-r
↑

0

3

4

a

3

2
日

4
4
1
4
7
4
5
6
8
3
8
8

一

都
一
久
七
七
七
久
仏
山
市
内
h
n
h
w
h
L
4
0円札

q
j
h
九
九
一

京
一

1
1
1
1
1
2
2
3
3
5
7
7
8
8
7
8
8
8

一

一
2
4
4
3
8
6
8
7
1
8
5
H
6
9
4
1
1
2

一

A3
一

44
『

i
り

o
'
i
q
υ
F
O
ハ
リ

A
V
-
-
4
0
0
W
0
7
4
n
b
A
U
-
4
0“
nリ
Qリ
一

司
一
円
6

0

3

1

9

7

3

2

1

9

2

5

1

9

7

5

2

一

坂
一

L

q

q
白
川
九
月
町
4
9
A
&
3

抗
生
A
o
w
q，
刊
日
三
一

イ
バ
一

4
り

0
4
4
4
A
n
o
n
-
-
6
9

。18
3
4
4
4
4
4

一

iAF
一

市

i噌

i
可

4
司
』
。
“
。
“
。
“

oa
り

4
9“
。

ρ
一

一

nリ
4ι
匂

d
Aリ
n
O
4せ
60ο44-jjdAHAnO
の

G閏

jd

ハ
リ

FOWOFi

一

μ同
同

一

ハ

0
0ハ

H
7
4
m
O
A
υ
9
4
Q
σ
ハ
リ

O
B
Q
υ
4宮
司

jjtnリ
O
B
9リ
nロ
A崎

Afd

4
n

一
1
4
4
5
5
1
3
2
7
0
0
5
8
9
0
U
8
6
7
1

一

京
一

L
ぷ
5
人
4
n
u
h
&
ム
仏

ιムム
o
h
L
A内
4
0山

-
B
-

一

・

【

4
0
U
9
υ

勾

i
A
υ
9血

n
u
n
w
o
a
o
h
M
Y
-
-
a司
A
の

O

-

t邦
一

冒

』

'AV』
3
a
η
O
A叫

A
Q
u
o
u
o
u
n
u
n
O
Q
U
Q
υ

一

度

一

目
2
3
4
5

年
一
一
ね

(単位千園)

名古屋市崎市 一一全国

756，425: 
694，0561 
72.1，716 
697，284 
70;]，101 

844，566 
1，087，631 
1.557.687 
1;872，6561 
2，593，!W4 

日，237，902
日，208，ヨm
0，140，0431 
~~，2S2 ，iJS7 

2，731，225 
2，585，210 
2，491，154 
~， 553 噌 948

向
。
司

i
1
i
d
1
2
A
Q九

M句
。
時
点

U
O
J
n
υ
o
o
A
υ
。、

MQ。

同

jdQOROAを
Q
H
Q
O
V
A
A
V
O
H
司

J
'
δ
w
a
d
-
o
G

2
0
Q
d
F
O
n
d
v
D
3
Q
H
4
0
8
7
3
9
 

9

p

p

p

?

?

'

h

p

p

'

'

・1
3

P

Q00り
qudAQυ

日

υQUド

Aを
ハ
リ

Q
G
4
t
d
t
Q
O
A
U

6
5
5
8
7

日
1
0
4
8
5
6
1
0

1
1
1
1
1
2
3
4
4
8
8
8
8
9
 

六大都市第三種所得来年表第一表

言十

71 
月
り
氏
U

丹
市
旬
A

0
9
4
 

11，27 
14.，50 
18，99 
al，723 
46， ll6 

817，748! 
814，425， 

887，633! 
878，228; 

。l

の

υAUβb-i 

り
け
旬

i4490

11，65 
日，86
日，80
!l，IG 
!l，41 

1:3，182 
Jl，009 
11，12:l 
9，954 

10，!l7Ci 

16，1.;18 
19，26o 
21，9rm 
:~1)485 

:r?，41o 

6
7
8
9
0
 

1
 

46，96 
46，% 
:~4: ヲ 91
ao，65 

日3，07
iH，41 
:l7，42 
40，89 

1
2
2
4
 

1
1
1
1
 

昭和1
2 
3 
4 

大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

1.851 1. 71:1 
1.821 1.fiSj 
I.7sl 1.53i 
1.871 1.431 
2.191 1.5GI 

2.511 1.!lCiI 

2.761 1.771 
2.331 1.411 
2.281 1.:>1 i 
2.27J 1.441 

2.331 1.881 
2.51! 1.!l41 
3.031 2.201 
3061224l 

.~， 261 宮 2;l1

3.561 2.51: 
8.78! 2目56!
4，02) 2.6oj 

川

ul“uiN叫
AH山

INリ

ハ
リ
ハ
リ

ovnHVAり

九
げ

A
リ
内
リ

A
リ
内
リ

のり

A
り
の
り
ハ
り
ハ

υ

1
1
1
1
1
 

21，981 
21.751 
21.27 
22.16 
24.66 

(百分比

1.-5 
1.4 
1.35 
1日

1.日

同上金固に聖母して占む品割合

大正1' 
2' 
3 
4 
8 

100.001 
100.001 
100，001 
100，001 
100.001 

1
6
1
0
7
 

0
3
9
0
2
 

-
-

nNUQU5υ4品

川

0

2
2
2
2
2
 

089G内
げ
唱

i

100.001 
100，00: 
100，00 
100，001 

26，39 
26.05 
26.10 
27目44

1.4 
1.46 
1.1 
]，08 

5 

。υ州
問
J
山
川

AH

Aり
AUAUnv

内
リ

Aリ
Aリ
Av

nり
の
り
の
り
の
り

1
1
1
1
 

29，93 
日ヨ 54

。U9u。
“

uuoo

1
1
1
1
1
 

1.2 
1. 3~ 
1.50 
1.60 

。-4
0
V
Q
0
9“

npouA宝
Q
d
A
3
1
9
h“n
o
n
v
o
ρ
A
V
a
u
t且

唱
且
ハ
リ
ハ

Vの
り
の

U
Q
d
d
O
A
"
~
U
O
U守

i

。
“
。
け

w
}
n
o
n
u
u
の

0
9リ
・

0

・

・

・

・

・

・

1

・

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
8
8
 

5，48 
円72
5.53 
5，78 
6，70 

7，93' 
8，71 
7，06 
0，05 
6.25 

!l.29 
!l，]8' 
9，06 
H.s8' 

10.501 

11.88: 
]2，17' 
11.47， 

10.73; 
12.3:1 

第
三
十
二
巻

氏
リ
昨

4
n
δ
O刊
の
リー

九
八
五

"，09 
G.s7 
0，83 
8.53 

8.79 
!J.66 
9，77 
11.60 

~:~.60 
;J4，38 

12521 
12，84， 

]0.85 
!1，82: 

11.41i 
12.171 
12.63i 
18.00' 

T・40ム
90d浩

司

A司
i唱
i
-
A

第
六
就

和1
2 
3 
4 

i¥ 



大
鶴
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

第
三
十
二
巻

九
八
六

第
六
披

A 

都
市
の
地
域
憤
張
と
世
界
大
戦
に
基
く
好
景
気
と
に
よ
る
増
収
及
び
貨
幣
償
値
の
減
少
等
に
よ
る
も
の
で
あ
ら

ぅ
。
然
し
乍
ら
右
所
得
の
内
容
及
び
意
義
が
、
大
正
一
冗
年
以
降
勝
行
は
れ
た
所
得
税
法
の
改
正
に
よ
り
て
襲
更
し

た
こ
と
は
最
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

女
に
六
大
都
市
の
所
得
が
日
本
全
国
の
所
得
に
針
し
て
占
な
る
部
分
数
を
見
る
に
、
東
京
市
は
鮮
を
抜
き
で
大

と
な
っ
て
九
%
|
一
二

μ
を
占
め
て
ゐ
る
。
東
京
市
に
つ
戸
、
は
大
阪
市
で
あ
る
が
五

μ
l九
%
に
落
ち
、
此
他
の

都
市
は
更
に
俄
く
最
小
の
横
自
市
は
一

μ
鈴
ど
な
っ
て
ゐ
る
。

-
次
ド
都
市
所
科
部
分
毅
の
大
正
元
年
以
降
仁
掛
け
る
趨
勢
を
見
る
の

勝
且
也
市
を
除
き
て
は
何
れ
の
都
市
も
土
昇

の
勢
を
と
り
、
所
得
の
大
都
市
集
中
を
示
し
て
ゐ
る
。
試
み
に
昭
和
四
年
の
敦
念
大
正
元
年
の
敢
に
比
較
す
る
。

神
戸
市
の
増
加
割
合
が
最
大
で
二
倍
強
と
な
り
、
大
阪
市
京
都
市
名
古
屋
市
東
京
市
が
之
に
績
ぎ
、

一
倍
八
分
乃

至
一
倍
四
分
で
あ
る
。
而
て
此
都
市
所
得
の
部
分
裁
は
年
に
よ
り
種
勤
し
、
殊
に
東
京
市
と
大
阪
市
と
の
盤
動
が

著
し
い
。

右
の
如
く
大
都
市
の
所
得
は
大
で
あ
h
且
増
大
す
る
傾
向
を
と
っ
た
こ
と
は
、
我
が
国
民
所
得
が
大
都
市
に
集

中
す
る
事
買
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
六
大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
綿
計
は
、
驚
く
ぺ
き

E
額
に
蓮
す

る
の
で
あ
る
。
即
ち
大
正
元
年
に
は
六
大
都
市
の
所
得
は
圃
民
所
得
の
二
割
強
に
過
ぎ
、
ざ
り
し
に
、
大
正
七
年
に

は
三
割
弱
に
上
り
、
そ
の
後
低
下
せ
る
る
二
割
四
分
を
下
ら
示
、
更
に
昭
和
四
年
に
至
つ
て
は
三
割
四
分
の
大
き

に
達
し
た
の
で
あ
る
。
買
に
国
民
所
得
の
三
分
の
一
強
が
六
大
都
市
に
集
中
す
る
現
肢
で
め
る
。

汐見三郎氏論文“大都市の貧富白懸隔"(統計l時報第三十巻)



第
三

大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
分
散

大
都
市
の
所
得
の
分
散
版
態
を
明
か
に
す
る
に
嘗
り
、
種
々
の
方
法
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
大
瞳
に
於
て
汐
見
敢

授
の
採
用
せ
ら
れ
し
方
法
に
従
ふ
こ
と
と
す
る
。
即
ち
第
三
種
所
得
の
納
税
人
員
の
中
よ
り
内
家
族
教
を
控
除
す

る
事
に
よ
っ
て
納
税
戸
数
を
求
め
、
第
三
種
所
得
の
各
累
進
階
段
に
つ
き
て
-
納
税
戸
款
を
筆
一
一
定
し
た
。
而
し
て
此

位
一
リ
の
数
字
を
六
大
都
市
に
つ
き
算
定
す
る
に
営
り
、
そ
の
資
料
と
し
て
各
税
務
監
管
局
の
税
務
統
計
書
(
昭
和
時

代
)
放
に
租
税
牽
帳
(
大
正
時
代
)
を
利
用
し
に
。
数
字
砂
大
正
三
年
以
降
に
限
り
而
も
研
究
を
毎
年
に
及
ぼ
き
や

輩
に
五
年
目
毎
に
止
め
だ
る
は
、
之
に
よ
り
て
略
そ
の
期
間
の
概
様
合
捕
梶
し
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
大

正
三
年
と
同
入
年
と
の
数
字
に
よ
っ
て
世
界
大
戦
の
開
始
前
と
戦
後
の
服
況
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
大
正
九
年
後

の
反
動
的
不
況
及
び
関
東
大
震
災
の
影
響
は
大
正
十
三
年
の
敷
字
に
よ
り
て
窺
は
れ
、
又
最
近
の
状
態
は
昭
和
四

年
の
数
字
に
擦
り
て
了
解
し
得
る
。
倫
大
正
三
年
と
大
正
八
年
と
に
於
け
る
東
京
市
及
横
誼
市
の
敷
宇
佐
快
い
て

ゐ
る
の
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
で
租
税
憂
帳
を
消
失
し
内
家
族
教
を
知
h
ノ
得
ま
ち
し
が
矯
め
で
あ
る
。
六
大
都

市
の
所
得
の
分
散
含
明
か
に
す
る
矯
め
に
、
・
突
の
第
二
表
含
掲
げ
る
。
第
二
表
に
於
て
は
、
先
づ
第
三
種
所
得
の

各
累
進
階
段
に
属
す
る
納
税
戸
数
の
累
計
を
基
礎
と
し
て
六
大
都
市
の
所
得
の
分
散
を
見
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ

の
累
計
の
敷
字
の
相
割
載
を
掲
出
し
、
以
て
比
較
を
明
瞭
な
ら
し
か
る
こ
と
と
し
た
。

火
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
正
分
散

第
三
十
二
巻
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輔
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大
都
市
民
於
け
る
所
得
の
集
積
と
仲
散

第
三
十
二
巻

大ゐ

大A

第
六
披

J、
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第
四

大
都
市
に
於
け
る
所
得
分
散
の
趨
斡

六
大
都
市
に
於
け
る
所
得
分
散
の
版
態
を
観
察
す
る
に
営
り
、
日
本
金
凶
の
航
態
に
比
較
す
る
の
が
一
方
怯
で

あ
る
。
全
国
の
所
得
分
散
の
趨
勢
を
見
る
に
、
同
一
所
得
階
段
に
属
す
る
納
税
戸
数
の
黒
計
は
大
庄
三
年
以
降
増

加
の
傾
向
を
示
し
た
が
、
昭
和
四
年
に
歪
り
乱
雑
を
極
め
て
ゐ
る
。
昭
和
四
年
の
数
字
を
大
正
十
三
年
の
敷
宇
に

比
較
す
る
に
、
小
所
特
の
戸
数
は
減
少
し
て
ゐ
る
が
、
所
得
金
額
を
増
加
す
る
に
従
ひ
差
を
縮
少
し
、
七
千
固
を

超
ゆ
る
階
段
に
加
で
は
逆
に
納
税
戸
数
増
加
の
勢
佐
示
し
て
ゐ
る
。
陥
の
如
き
鴨
川
国
民
所
得
の
分
散
の
仙
川
捕
に

勢
し
六
大
都
市
の
所
得
が
如
何
な
る
般
態
に
あ
る
か
、
第
二
表
の
相
調
教
に
つ
き
之
を
窺
ふ
こ
と
と
す
る
。

先
づ
六
大
都
市
の
納
税
戸
敷
の
全
国
に
劃
し
て
占
か
る
割
合
を
見
4

0

0

東
京
市
の
納
積
戸
載
は
懸
絶
し
て
多
〈

全
国
の
八
四
九
l
九
一
え
を
占
め
、
大
阪
市
之
に
つ
ぎ
四
一
九
l
l
七
七
え
と
な
り
、
他
の
都
市
は
そ
の
割
合
運
か

に
小
で
あ
る

3

而
し
て
納
税
戸
数
の
割
合
は
概
し
て
年
の
準
h
u
に
従
ひ
増
加
し
、
殊
に
昭
和
四
年
に
最
色
著
し

い
。
紳
戸
市
の
如
き
二
五
九
よ
り
三
六
%
に
上
h
ノ
約
七
割
を
増
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
昭
和
四
年
に
は
六
大
都
市

の
納
税
戸
敷
は
金
闘
の
二
割
七
八
?
を
占
め
、
納
税
者
が
六
大
都
市
に
集
中
す
る
趨
勢
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。

次
に
各
所
得
階
段
に
属
す
る
納
税
戸
数
累
計
に
於
て
、
六
大
都
市
の
日
本
全
国
に
占
む
る
割
合
を
見
る
。
各
都

市
は
概
し
て
所
得
金
額
を
増
す
に
従
っ
て
そ
の
納
税
戸
載
の
割
合
を
増
大
し
て
ゐ
る
。
こ
の
典
型
的
の
例
を
示
す

の
は
東
京
市
で
あ
っ
て
、
大
正
十
三
年
昭
和
四
年
と
も
に
所
得
金
額
を
惜
唱
す
毎
に
殆
ん

E
例
外
な
く
比
を
遁
増
し

遂
に
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
の
で
あ
る

u

こ
の
他
の
都
市
は
或
一
定
の
所
得
金
額
を
超
へ
る
と
、
比
は
遁
誠



を
始
め
極
限
に
於
て
は
零
と
な
っ
て
ゐ
る
。
大
阪
市
、
京
都
市
等
は
こ
の
例
で
あ
る
。
勿
論
例
外
は
あ
っ
て
横
誼

市
の
如
き
は
、
中
所
得
に
割
合
の
低
下
を
見
る
。
之
を
ム
ハ
大
都
市
総
計
に
見
る
に
、
日
本
会
副
の
分
散
扶
態
に
比

し
、
所
得
金
額
の
増
加
す
る
に
従
ひ
て
そ
の
割
合
併
最
す
の
で
あ
っ
て
、
六
大
都
市
の
所
得
は
中
所
得
以
上
殊
に

大
所
得
に
集
中
し
、
小
所
得
に
最
も
少
い
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

大
都
市
の
所
得
の
分
散
は
、
日
本
金
倒
の
航
態
に
比
し
て
中
所
得
以
上
殊
に
大
所
得
に
集
中
せ
る
も
、
都
市
別

に
見
れ
ば
必
宇
し
も
大
所
得
に
の
み
集
中
せ
る
も
の
で
な
い
。
勿
論
東
京
市
は
会
闘
の
分
散
航
態
に
比
し
て
大
所

得
に
集
中
し
て
ゐ
る
が
、
大
阪
市
以
下
に
な
る
と
中
所
得
に
集
中
し
で
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
何
れ
の
都
市
・
も
全
国
仁

比
し
納
税
戸
数
は
、
大
所
得
へ
移
る
傾
向
営
存
し
、
特
じ
大
正
八
年
じ
そ
の
著
し
き
例
を
見
る
。

log N=log A-"logx 

X=所得階段 N=嘗該所得金額以

上白戸抜累計

第
三
表

六
大
都
市
と
金
闘
と
め
パ
レ
ト
割
問
比
較

log A x 

京東 大正13

市
昭和 4 9.0891305 I 1.3662 

大 大.. 正 38 臼.10855~5 ]. 7031 

阪
8.1336948 1.2615 

~ 13， 9.2500270 1.4726 

市 昭和 4 9.1934241 1.4294 

京 大正 B 8.6750650 1.7134 

都 " 8 8.4107431 ] .4770 
~ 13 9.0094604 1.5267 

市 昭和 4 9.4463619 1.6144 

紳 大正日 8.8117545 1.7683 
4砂 B 8目6340506 1.5414 

戸 ~ 13 9.1583438 1.5497 

市 昭和 4 9.5743719 1.6322 

名 大正 8 8.9315421 1.8203 

屋市古
" 8 8.7091099 1.5¥184 
.. 13 日.1032578 1.5747 

昭和 4 9.2552495 1.6006 

喜市 大正13 8.4361796 1.4874 

昭和 4 8.7728972 1.:>;;75 

大都大市令計
大正13 ]0.]352255 L55!l8 

昭和 4 10.0501542 1.5079 

本会日
大正 3 10.91611886 1.8890 

9 8 10.4520877 1.6117 

" 13 11. 39254!'4 1.7585 

同 昭和 4 11.0296850 1.6619 

大
都
市
に
於
け
る
所
得
白
集
積
ー
と
分
散

第
三
十
二
巻

完る

九

第
二
に
大
都
市
の

所
得
分
散
の
度
金
バ

ν
ト
繰
に
よ
っ
て
敷

い6)字
。的

明
か

し
Tこ

バ
レ
ト
線
を
ム
ハ

大
都
市
と
金
国
主
に

計
算
し
て
上
の
第
三

表
を
得
忍
。

第
六
披

i¥ 
丸

6)高岡傑馬正論文 “所得のパレト線に就て"{:経済論叢第七傘第六競)
宗直属圭三氏著 ‘?統計串原理" 一七五頁以下



大
都
市
に
於
け
る
所
得
白
集
積
、
と
分
散

第
三
十
二
巻

第
六
披

7L 
O 

九
九
四

六
大
都
市
及
び
全
国
の
所
得
の
分
散
は
、

α
の
大
小
に
よ
っ
て
相
卦
的
に
明
か
に
せ
ら
れ
る
・
も
の
で
め
る
。
第

三
表
に
よ
り
次
の
ニ
黙
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
一
に
我
が
圃
民
所
得
の
分
散
が
常
に
麓
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
並
に
大
正
八
年
に
急
激
に
盤
化
せ
し
こ
を
は

全
国
の

a
が
漸
減
せ
じ
こ
と
、
大
正
八
年
の
“
が
最
も
小
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
と
な
る
。
又
六
大
都
市
の
所

得
の
分
散
が
全
国
平
均
よ
り
異
れ
る
こ
と
は
、
各
六
大
都
市
の
日
及
び
六
大
都
市
綿
計
の

u
炉
、
全
国
の
?
よ
り

小
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

帰一一
U
都
市
川
に
胤
て
東
京
市
の
山
が
最
小
な
る
川
市
京
高
市
の
一
所
特
の
童
心
が
大
所
特
に
存
す
る
鮎
岡
市
で
あ

-.一一ー，一~

司ふ<t.-・
t. td\'~約一一
環L広帯ーーー
九例.....-
"'''''1" --"'.... ーーー-
...唱LT ._.--
柑軍. -ーー

司R

.. 

.. 

世
間

ι
2
1
 

る
。
之
に
つ
い
で
大
阪
市
京
都
市
の
叫
が
小
な
る
は

週

中
所
得
以
上
に
重
心
含
置
く
か
ら
で
あ
ら
う
。
横
演

市
に
於
て
は
そ
の
大
所
得
へ
の
集
中
が
著
し
き
を
以

て、

ぽ
は
東
京
市
大
阪
市
に
つ
い
で
小
と
な
っ
て
ゐ

る
。
神
戸
市
名
古
屋
市
の
叫
が
か
な
り
大
を
一
不
す
は

大
所
得
の
集
中
少
か
ら
中
と
雄
も
、
中
所
得
小
所
得

に
平
均
し
て
分
散
さ
れ
て
ゐ
る
潟
で
み
ら
う
。

試
み
に
昭
和
四
年
の
六
大
都
市
と
全
国
と
の
.ρ

レ

ト
線
を
圃
表
に
示
す
と
上
の
如
く
で
め
る
。

以
上
に
よ
っ
て
大
都
市
の
所
得
の
分
散
が
数
字
的
に
明
瞭
に
な
っ
た
。
然
し
乍
ら
此
の
パ
V

ト
線
は
、
第
三
種



所
得
の
み
を
問
題
と
し
て
計
算
し
た
も
の
で
、
こ
の
他
の
所
得
を
考
慮
し
て
ゐ
な
い
。
又
第
三
種
所
得
に
属
す
る

も
の
で
も
、
見
税
貼
以
下
の
所
得
及
び
緩
和
規
定
に
よ
っ
て
控
除
き
れ
七
所
得
を
合
ま
な
い
。
此
外
に
税
法
の
改

正

に

よ

っ

て

所

得

の

内

容

を

聾

更

し

た

こ

と

等

は

最

も

注

意

す

べ

き

で

あ

る

。

叫

第
五

大
都
市
の
所
得
税
負
据

以
上
の
知
〈
大
都
市
に
あ
り
で
は
、
日
本
会
圃
に
比
し
所
得
が
大
所
得
と
中
所
得
と
に
多
敷
集
中
す
る
傾
向
を

有
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
こ
の
大
都
市
に
於
け
る
租
税
負
樵
殊
に
第
三
種
所
得
税
の
負
地
内
は
、
金
闘
に
比
し
如
何
な

る
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
か
。
第
四
表
に
、
六
大
都
市
の
第
一
一
一
種
所
得
税
の
結
封
額
を
金
剛
の
そ
れ
左
比
慨
し
、
東

に
六
大
都
市
の
全
国
に
封
す
る
部
分
教
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
表
に
よ
れ
ば
六
大
都
市
の
中
で
、
東
京
市
が
第
三
種
所
得
税
を
最
も
多
〈
負
轄
し
、
全
国
所
得
税
の
一

了
六
%
乃
至
一
二
・
二
M
m
b
ι

占
め
る
。
之
に
つ
ど
は
大
阪
市
で
あ
る
が
、
東
京
市
に
比
し
て
蓮
か
に
劣
り
全
国
の

七・
o
d
w
乃
至
二
一
・
入

μと
な
り
、
こ
の
他
の
都
市
は
更
に
少
〈
四

μ以
下
に
落
ち
て
ゐ
る
。
き
れ

E
最
少
額
を

一
不
す
横
誼
市
の
所
得
税
も
全
国
の
一
%
以
上
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

衣
に
大
正
一
瓦
年
と
昭
和
四
年
と
の
所
得
税
を
比
較
し
て
、
六
大
都
市
所
得
税
の
趨
勢
を
窺
ふ
。
絶
劃
額
に
つ
き

で
見
る
に
、
最
も
増
加
の
小
な
る
横
富
市
に
於
て
も
三
倍
強
と
な
り
、
こ
の
他
は
六
倍
乃
至
八
倍
牢
な
忍
著
し
き

増
加
を
示
し
て
ゐ
る
。
夏
仁
全
国
所
得
税
に
封
し
て
占
む
る
部
分
敷
じ
よ
る
と
、
神
戸
市
が
最
大
で
二
倍
強
と
な

h
、
東
京
市
、
京
都
市
、
大
阪
市
、
名
古
屋
市
が
之
に
績
き
一
情
竿
を
一
示
し
、
横
漬
市
は
例
外
的
に
八
割
に
低
下

大
都
市
に
於
け
る
所
得
白
集
積
と
分
散

第
三
十
二
巻

九
九
五

第
六
時
踊

九



大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

第
六
競

九

第
一
二
十
二
巻

九
九
六
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品
目

3
0
8

〉

2
}
3

年度|東京市 大阪市|京都市l紳戸市 名古屋

大正1 3，214 1，939 602 
2 ~， 633 ]，649 490 
3 2，728 1，687 465 
4 2，803 1，704 465 
5 3，356 2，28] 726 

6 5，9]5 4，433 938 1，350 1， 
7 10，487 。，]81 1，264 2，468 1， 
8 13，613 10，758 2，482 2，3:l7 1， 
9 8，294 6，502 1，281 1，511 

10 17，97U 10，163 2，528 2，574 1， 

11 21，160! 11，709 3，505 3，399 2， 
12 24，872 11，923 3，5U8 3，748 2， 
13 18，804 11，969 3，611 4，3722 1 2. 
14 20，701 14，728 4，105 4，78 。u，

昭和1
222412， ，， 506 1344， ，， 341 3，790 4，3771 2， 

2 262 14.370 4，23¥J 3， 
3 922 14.160 4，047 4，726 3) 
4 24，703 14，121 4，488 5，145 3， 

周上金固に聖母ずる部分数(

年度|東京市|大阪市|京都市l神戸市!名古屋司

休正1 7.03 2.17 2.18 1.8 
2 11. 7.24 2.10 2.15 l.8 
3 11. 7.04 2.11 1.94 1.7 
4: 13 8.18 2.47 2.28 1.7 

13 9.42 2.72 3.00 ].6 

16 12目50 2.64 a.8G 2.9 
16 14.87 2.04 3.99 2.1 
1s目 12.87 2.96 2.79 1ワ

15 11.78 2.32 2.73 1.:3 
10.77 2.67 2.72 1.~ 

11 19 10.80 3.26 ;1.16 2.4 
12 20 9.67 2.82 :1，02 2.1 
13 16. 10.33 3.11 il.76 2.4 
14 16. 12.03 3.35 3.91 2.4 

昭和1 18 11.40 3.2B 3.74 2.5 
。“ 20 12.32 3.6:~ 3.98 2.正
8 20 12.67 3.52 4.23 2.7 
4 21. 12.17 3.86 4.43 2.7 

第四表



し
て
ゐ
る
。

此
の
如
〈
大
都
市
の
所
得
税
が

E
額
に
上
り
、
且
増
加
の
勢
あ
り
し
た
め
、
ム
ハ
大
都
市
の
合
計
に
於
て
は
所
得

税
額
は
驚
〈
ペ
き
敢
に
上
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
六
大
都
市
の
第
三
種
所
得
税
総
計
は
、
大
正
元
年
に
全
国
の
二
七

μ

弱
を
占
め
た
る
も
、
そ
の
後
増
加
し
て
大
正
六
年
に
は
四

O
%
に
上
っ
た
。
大
正
七
年
よ
り
は
そ
の
割
合
を
低
下

せ
し
も
、
昭
和
四
年
に
は
全
国
所
得
税
の
四
六
M
m
u

を
占
め
る
に
宝
り
、
我
が
困
の
所
得
税
の
二
分
の
一
弱
が
大
大

都
市
よ
り
徴
牧
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
J

の
る
。
印
ち
所
得
税
の
大
都
市
集
中
の
趨
勢
は
、
人
口
及
び
所
得

の
大
都
市
集
中
の
割
合
よ
h
J
大
で
め
っ
て
、
大
都
市
は
我
同
所
得
税
負
轄
の
重
心
ぞ
な
し
て
ゐ
る
こ
L
L
ぞ
明
示
せ

る
も
の
で
め
る
。
こ
れ
、
何
に
恭
〈
か
、
我
が
第
三
暗
所
得
税
法
が
累
進
税
率
伝
採
用
せ
る
結
果
で
あ
る
。

我
山
炉
闘
の
第
三
種
所
得
税
は
文
明
諸
国
の
そ
れ
と
同
じ
〈
累
進
耽
率
営
採
用
し
て
ゐ
る
の
で
、
所
得
税
の
所
得

に
封
す
る
比
は
所
得
金
額
を
大
に
す
る
に
従
ひ
増
加
す
る
。
従
っ
て
所
得
税
の
所
得
に
劃
す
る
比
に
よ
り
て
六
大

都
市
の
租
税
負
携
を
比
較
し
得
ら
れ
る
。
第
一
表
と
第
四
表
L
」
を
基
礎
k
し
て
、
ム
ハ
大
都
市
租
税
負
捲
を
算
定
す

れ
ば
、
失
の
第
五
表
の
却
〈
で
あ
る
。

第
五
表
の
如
〈
大
大
都
市
に
於
け
る
第
三
種
所
得
税
の
第
三
種
所
得
に
お
す
る
比
は
、
最
近
の
横
演
市
を
除
ぎ

て
は
常
に
全
国
の
比
よ
り
大
と
な
っ
て
ゐ
る
。
市
し
て
こ
の
比
の
大
な
ろ
却
も
一
租
税
負
曜
の
大
な
る
都
市
を
見
る

に
大
正
元
年
乃
至
十
一
年
は
大
阪
市
で
あ
り
、
そ
の
後
は
東
京
市
で
あ
る
。
反
封
に
租
税
負
携
の
小
な
る
都
市
は
、

大
正
七
年
迄
は
京
都
市
で
あ
る
、
大
正
九
年
乃
至
十
二
年
は
名
古
屋
市
に
移
り
、
後
更
に
横
演
市
に
移
っ
た
の
で

あ
る
c

大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

第
三
十
二
巻

九
九
七

第
六
時
抗

大占



犬
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

第
三
十
二
巻

第
六
務

九
四

九
九
八

第三種所得税目第三種所得に劃して占むる百分比
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第五表

年度l東京市l大吋京都市l紳
大正1 4.51 4.64 3.72 4 

2 4.15 4.10 3.34 

eb ， 4.l!l 4.21 ;1.48 R‘て，・

4 4.1:: 4.22 3.55 ・-1》・

iJ 4，;Jg 4.84 4.04 4 

。5.8H 6.62 4.6!3 自

4 7.~2 9.6D 4.4o 8 

8 7.tl2 9.06 6.80 6 

ロ 4.12 5.74 3.oa ・ーでl

10 5.61 H.2:l 4.56 4 

11 5.~2 6.on 4.88 4 

12 6.28 5.8:1 4.71 4 

1JI 5.45 5.58 4.48 且

14 0.42 5.20 4.64 4 

昭和1I H.U2 5.56 4.74 4 

“ ， 7. ti5 5.75 4.m 5 

.. 7.28 5.80 4.82 3 

4 7.44 5.76 5.01 5 

右
の
却
〈
六
大
都
市
の
所
得
税
負
携
が
、

全
国
の
そ
れ
よ
り
重
き
こ
止
は
‘

六
大
都
市
の
所
得
の
分
散
朕
態
が

大
な
忍
所
得
へ
集
中
せ
る
矯
め
で
あ
る
。



之
を
要
す
る
に
、
我
凶
の
人
口
は
列
国
の
例
に
洩
れ
守
大
都
市
に
集
中
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
我
闘
の

国
民
所
得
は
人
口
の
集
中
以
上
に
加
速
度
的
に
大
都
市
に
集
積
し
↑
い
の
で
あ
る
。
最
近
の
統
計
に
つ
い
て
'
見
る

に
、
人
口
か
ら
云
へ
ば
六
大
都
市
に
金
困
人
口
の
一
割
除
が
集
中
し
て
ゐ
る
の
に
、
所
得
か
ら
云
へ
ば
大
大
都
市

仁
集
中
せ
る
第
三
種
所
得
の
金
額
は
全
国
の
第
三
種
所
得
の
総
額
の
三
分
の
一
に
蓮
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
租
税
負

携
は
如
何
と
云
ふ
仁
、
第
三
種
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
-
笠
岡
の
第
三
種
所
得
税
の
竿
ぱ
を
六
大
都
市
が
負
揮
す
る

こ
と
と
な
っ
て
ゐ
る
。
会
幽
の
三
分
の
一
の
所
得
に
劃
し
全
国
の
三
分
の
一
の
第
三
種
所
得
税
ぞ
負
躍
し
て
ゐ
る

と
一
試
ふ
事
は
、
注
目
す
べ
き
事
賢
で
は
な
い
か
。
こ
れ
大
都
市
々
民
一
か
一
牛
均
的
に
見
て
一
一
般
国
民
よ
り
大
な
る
所

得
会
獲
得
す
る
結
果
で
あ
っ
て
、
大
都
市
の
所
得
の
分
散
が
大
な
る
所
得
い
し
童
心
を
布
す
る
掛
川
で
あ
る
。
此
等
の

事
買
を
綜
合
し
て
考
ふ
る
に
、
六
大
都
市
は
軍
に
人
口
の
集
中
せ
る
事
に
意
義
を
有
す
る
の
み
な
ら
や
、
園
民
所

得
の
集
中
並
に
分
散
に
つ
き
て
意
義
が
め
り
、
更
に
我
が
闘
の
租
税
負
擦
の
重
心
を
な
し
て
ゐ
る
事
が
明
と
な
る

の
で
め
る
。
こ
れ
我
国
の
財
政
と
財
界
と
を
研
究
す
る
に
営
h
ノ
、
六
大
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散
左
を

無
親
し
得
、
ぎ
る
所
以
で
あ
る
。

本
論
交
を
草
す
る
に
嘗
り
大
阪
税
務
監
督
局
経
理
部
長
竹
内
新
平
氏
、
名
古
屋
税
務
署
長
氏
家
武
氏
、
紳
戸
税
務
署
司
税
官
吉
川
丈
三
氏
よ
り
輿

へ
ら
れ
た
る
好
意
に
封
し
謹
ん
で
謝
意
を
表
ナ

犬
都
市
に
於
け
る
所
得
の
集
積
と
分
散

第
三
十
二
巻

九
九
九

第
宍
競

九
五


